
（実施機関） 

仙台市長 または 

仙台市水道事業管理者 など 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（条例第６条関係） 

公文書開示請求書 

 

令和○年 ○月 ○日  

 

                  住所 仙台市青葉区国分町   

（請求者）        ３－７－１ 

氏名 ○○建設（株） 

電話 ２６１－○○○○      
 

法人その他の団体にあっては，名称，事務所 

又は事業所の所在地及び代表者の氏名 

連絡先 氏名 青葉 太郎                 

電話 ０９０-ＸＸＸＸ-ＸＸＸＸ                 

 法人その他の団体の担当者その他 

連絡可能な方を記載してください。 

仙台市情報公開条例第６条第１項の規定により，次のとおり公文書の開示を請求します。 

  

  請求する公文書の 

１  

  名 称 又 は 内 容  

下記の工事（業務委託）の金入設計書  

（案件名） ○○○○工事（業務委託） 

（対象年度） 令和○○年度（○○年○○月開札） 

 （発注課） ○○局○○課 

（契約番号） ２１０○○○○○○ 

 （変更契約の場合） 第○回変更分 

  

２ 公文書の開示の区分 
⑴ 閲覧・視聴   ⑵ 写しの交付 

３ 備       考 

（例１）電子データ（紙）での開示希望 

（例２）郵送による交付希望 

記 載 例 （工事・業務委託の金入設計書） 

（ｋ 

■■■請求の前にご確認ください■■■ 

未契約の案件や、市政情報センターでの情報提供の対象となっている案件 

など、一部請求できないものがあります。 

開示請求にあたっては、お求めの情報が請求可能か、事前の確認をお願い 

いたします（別添フローチャート参照）。 

本日の日付（請求日） 

実施機関の名称は、発注者に応じて概ね次の

とおりとなります。 

・下記以外→仙台市長 

・教育局（教育委員会）→仙台市教育委員会 

・消防局→仙台市消防長 

・水道、交通、ガス→仙台市●●事業管理者 

平日の昼間に連絡

のとれる電話番号

（携帯電話可） 

わかる範囲で記載し

てください 

郵送交付の場合は、コピー代（メディア代）に加えて郵送料がかかります。 

開示資料の送付は納付確認後となるため、窓口での受取りよりも日数を要します。 

当初設計（入札時）ではなく変更

契約の際の設計書の開示を希望す

る場合に記載してください 交付方法（電子データを CD-R

に格納するか、紙に印刷したも

のか）を記載してください 

（電子メールでの開示は行って

いません） 

一度に複数の案件を請求する場合には、２件目以降も続けて記載

してください。この欄に書ききれない場合は、「別紙のとおり」と記

入したうえで、一覧を添付いただいても差支えありません。 

写しの交付の場合はコピー代（電子

データの場合は CD-R等のメディア

代）を負担いただきます 

 



【ご案内】 仙台市発注案件の「金入設計書」の入手方法について 

以下のフローチャートの設問に従って入手方法をお調べいただけます。 

ご不明な点がありましたら市政情報センター（電話022-214-1209）へ問い合わせください。 

変更契約の際の

設計書です 

Q１ その案件（工事・業務委託）は契約締結済

みですか？（通常は入札日以降２～３週間で

契約締結） 
未契約です 

契約締結前の時点では開示

できません。契約締結までお

待ちください。 

契約済です 

Q２ お求めの金入設計書は、当初設計（入札

時）のものですか？ 

当初設計です 

Q３ 下記のいずれかに該当しますか？ 

①令和2年4月1日以降に契約した、予定価格

１千万円以上の工事の設計書 

②令和4年8月頃以降に契約した、下記の工事

（業務委託）の設計書 

工事：予定価格100万円以上のもの 

業務委託：「土木設計」「測量」「地質調査」に

関する業務委託のうち、予定価格100万円

以上のもの 該当しません 

「公文書開示請求制度」 

により金入設計書を入手できます。 

 

・市政情報センター窓口または郵送により開示

請求書を提出するか、電子申請サービスに

より申請いただきます 

・申請の受付から交付まで１～２週間程度かか

ります（コピー代、郵送料等の実費相当額が

かかります） 

「金入設計書の情報提供制度」 

により金入設計書を入手できます。 

 

・ 市政情報センター窓口で申込書を提出いた

だき、即日交付します（データを格納した

CD1枚あたり100円） 

・ 次のタイミングで提供を開始します 

（月の前半に契約→翌月1日から） 

（月の後半に契約→翌月15日から） 

・ 提供中の案件名のリストを仙台市公式HPに

掲載しています（サイト内検索で「金入設計

書データの情報提供」と入力） 

該当します 


